
大和市告示第１３３号 

大和市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

平成３０年６月１２日 

大和市長 大 木  哲   

 

大和市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

大和市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱（平成２１年大和市告示第２１１号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条第１号中「幼稚園（」を「幼稚園をいう。ただし、」に改め、「）をいう。」を削り、同

条第３号中「私立幼稚園の設置者（以下「設置者」という。）」を「設置者」に、「入園料及び保

育料（以下「保育料等」という。）」を「保育料等」に改め、「もの」の次に「その他市長が認め

るもの」を加え、同号を同条第５号とし、同条第２号中「４月１日現在の満年齢が、３歳、４歳及

び５歳の幼児並びに４月２日以降満３歳に達した」を「満３歳から小学校就学前までの」に改め、

「もの」の次に「その他市長が認めるもの」を加え、同号を同条第４号とし、同条第１号の次に次

の２号を加える。 

(2) 設置者 私立幼稚園を設置している者をいう。 

(3) 保育料等 設置者が徴収する入園料及び保育料をいう。 

第４条中「のほか、保育料等減免措置に関する調書及び徴収している保育料等に関する調書」を

「に次に掲げる書類」に改め、同条ただし書中「市長が正当な理由があると」を「正当な理由によ

り、期日までに提出ができないと市長が」に改め、同条に次の各号を加える。 

(1) 保育料等減免措置に関する調書 

(2) 徴収している保育料等に関する調書 

(3) 補助金の額の算定にあたり、市長が必要と認める書類 

第５条に次のただし書を加える。 

ただし、正当な理由により、期日までに提出ができないと市長が認めたときは、この限りでな

い。 

第８条第１項中「５年間」を「１０年間」に改める。 

別表第１を次のように改める。 

 

 



別表第１（第３条関係） 

区 分 園児が属する世帯の階層区分 子の区分 園児１人当たりの補助限度額（年額） 

ひとり親世帯等以

外の世帯 

ひとり親世帯等 

１ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４

号）の規定による保護を受けている者

の属する世帯（単給世帯を含む。以下

同じ。）又は中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰国した中国残

留邦人等及び特定配偶者の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第３０号）

の規定による支援給付を受けている者

の属する世帯（生活保護法の規定によ

る保護を受けていた者の属する世帯等

で、引き続き、特に困窮していると市

長が認めるものを含む。） 

第１子 ３０８，０００円 

 

第２子 

第３子以降 

２ 当該年度分の市民税（地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）の規定による市民

税をいい、同法の規定による特別区民

税を含む。以下同じ。）が非課税又は

市民税の所得割の額が非課税の世帯 

第１子 ２７２，０００円 ３０８，０００円 

第２子 ３０８，０００円 

第３子以降 

３ 当該年度の市民税の所得割の額が

７７，１００円以下の世帯 

第１子 １８７，２００円 ２７２，０００円 

第２子 ２４７，０００円 ３０８，０００円 

第３子以降 ３０８，０００円 

４ 当該年度の市民税の所得割の額が

２１１，２００円以下の世帯 

第１子 ６２，２００円 

第２子 １８５，０００円 

第３子以降 ３０８，０００円 

５ 当該年度の市民税の所得割の額が

２８１，６００円以下の世帯 

第１子 ２２，０００円 

第２子 １５４，０００円 

第３子以降 ３０８，０００円 



６ 上記以外の世帯 第１子 １２，０００円 

第２子 １５４，０００円 

第３子以降 ３０８，０００円 

備考 

１ この表において、子の区分は次のとおりとする。 

(1) 区分１から３までの項については、保護者と生計を一にする者の中で、最年長者を第１

子、当該最年長者の次に年齢の高い者を第２子、これら以外の者を第３子以降とする。 

(2) 区分４から６までの項については、保護者と生計を一にする者のうち、小学校第３学年

までの者の中で、最年長者を第１子、当該最年長者の次に年齢の高い者を第２子、これら

以外の者を第３子以降とする。ただし、小学校就学前児童であって、保育所、幼稚園、認

定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童

発達支援及び医療型児童発達支援若しくは特例保育、家庭的保育事業等（児童福祉法第２４

条第２項に規定する家庭的保育事業等をいう。）を利用しない者は、子の区分における第

１子、第２子及び第３子以降の対象者としない。 

(3) 区分４から６までの項において、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１８条の規

定により就学義務の免除等（以下「就学免除等」という。）をされている小学校第１学年

から第３学年までの児童と同一年齢である兄若しくは姉又は小学校第４学年以上の児童と

同一年齢の児童であって、就学免除等により小学校第１学年から第３学年までに在籍する

兄若しくは姉を有する園児については、小学校第１学年から第３学年までに在籍する兄又

は姉を有する園児とみなす。 

２ この表において、ひとり親世帯等とは、保護者又は保護者と生計を一にする者が、子ども・

子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４号）第２２条に該当する世帯とする。 

３ この表において、所得割の額は次のとおりとする。 

(1) 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第２号に規定する所得割（同

法第３２８条の規定によって課する所得割を除く。）の額（同法第３１４条の７、第３１４

条の８及び第３１４条の９並びに附則第５条第３項、附則第５条の４第６項、附則第５条

の４の２第６項、附則第５条の５第２項、附則第７条の２第４項及び第５項、附則第７条

の３第２項並びに附則第４５条第４項から第６項までの規定により控除されるべき金額が

あるときは、当該金額を加算した額）とする。この場合において、地方税法第３２３条に

規定する市町村民税の減免があったときは、その額を所得割の額から控除して得た額を所

得割の額とする。 



(2) 世帯構成員中２人以上に所得がある場合は、園児と生計を同じくする父母及びそれ以外

の扶養義務者（その者が家計の主宰者である場合に限る。）の所得割の額を合算して得た

額を当該世帯の所得割の額とする。この場合において、父母以外の扶養義務者の所得割の

額の合算は、父母（ひとり親世帯の場合は父又は母）の前号の所得割の額の算定に係る年

の収入額を合計した額が次の表に掲げる金額を下回る場合に行うことを原則とする。 

ひとり親世帯 １，２５０，０００円 

上記以外の世帯 １，８００，０００円 

(3) 外国から帰国した等の理由で市民税が課税されていない場合は、所得割の額の算定に係

る年の収入額により市民税の課税額を算定して得た額を所得割の額とする。 

(4) 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９の規定による指定都市が所得

割の額を決定している場合は、当該指定都市の平成２９年度の税率により市民税の課税額

を算定して得た額を所得割の額とする。 

(5) 大和市寡婦（夫）控除のみなし適用に関する規則（平成２７年大和市規則第３９号）第

６条に規定するみなし適用者である場合は、同条の規定により市民税の課税額を算定して

得た額を所得割の額とする。 

(6) 所得割の額が確認できない場合は、区分６の項に属するものとする。 

４ 年度途中の入退園等により保育料が在園期間に応じて支払われている場合の補助限度額の

算定方法は、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に定める算定方法による。ただし、

区分５、第１子の項及び区分６、第１子の項の補助限度額についてはこの限りでない。 

(1) 途中入退園者、市内転入者又は市外転出者のうち在園期間に入園料が発生している場合 

（各区分に規定する園児１人当たりの補助限度額）×（保育料の支払い月数＋３）÷１５

（百円未満を四捨五入） 

(2) 途中入退園者、市内転入者又は市外転出者のうち在園期間に入園料が発生していない場 

 合 （各区分に規定する園児１人当たりの補助限度額）×（保育料の支払い月数）÷１２ 

（百円未満を四捨五入） 

  ５ 市内転入者については、前項の規定により算定された補助限度額と各区分に規定する園児

１人当たりの補助限度額から転入前の他市町村における補助限度額を控除して得た額のいず

れか少ない方の額を補助限度額とする。 

６ 園児が属する世帯の階層区分は、該当する階層区分のうち最も所得割の額が低い階層区分

に属するものとする。 

７ 保護者が支払った保育料等の合計額が補助限度額を下回る場合は、当該支払額を限度とする。 



附 則  

 この要綱は、公表の日から施行する。 


